
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
九
号

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
外
国
為
替
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
の
規
定
に
基
き
、
及
び
同
法
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
国
連
軍
協
定
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
、
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
そ
の
他
の
外
国
為
替
及
び
外
国

貿
易
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
命
令
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
又
は
こ
の
政
令
に
基
づ
く
命
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
「
国
際
連
合
の
軍
隊
」
と
は
、
国
連
軍
協
定
第
一
条
に
規
定
す
る
国
際
連
合
の
諸
決
議
に
従
つ
て
朝
鮮
に
軍
隊
を
派
遣
し
て
お
り
、
又
は
将
来
派
遣
す
る
国
で
、
そ
の
政
府
が
同
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
派
遣
国
」
と
い
う
。
）
の
陸
軍
、
海
軍
又
は
空
軍
で
、
当
該
諸
決
議
に
従
う
行
動
に
従
事
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
、
且
つ
、
日
本
国
内
に
あ
る
間
に
お
け
る
も
の
を
い
う
。

二
　
「
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
」
と
は
、
国
際
連
合
の
軍
隊
に
属
し
、
現
に
服
役
中
の
軍
人
で
、
日
本
国
内
に
あ
る
間
に
お
け
る
も
の
を
い
う
。

三
　
「
軍
属
」
と
は
、
派
遣
国
の
国
籍
を
有
し
、
且
つ
、
国
際
連
合
の
軍
隊
に
雇
用
さ
れ
、
こ
れ
に
勤
務
し
、
又
は
こ
れ
に
随
伴
す
る
文
民
で
、
日
本
国
内
に
あ
る
間
に
お
け
る
も
の
（
日
本
国
に
通
常
居
住
す
る
者
を
除
く
。
）
を
い

う
。

四
　
「
家
族
」
と
は
、
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
又
は
軍
属
の
配
偶
者
及
び
二
十
一
歳
未
満
の
子
並
び
に
父
母
及
び
二
十
一
歳
以
上
の
子
の
う
ち
そ
の
生
計
費
の
十
分
の
五
以
上
を
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
又
は
軍
属
が
負
担
す

る
も
の
で
、
日
本
国
内
に
あ
る
間
に
お
け
る
も
の
を
い
う
。

五
　
「
軍
人
用
販
売
機
関
等
」
と
は
、
派
遣
国
の
歳
出
外
資
金
に
よ
り
国
際
連
合
の
軍
隊
の
使
用
す
る
施
設
内
に
設
置
さ
れ
た
諸
機
関
の
う
ち
国
際
連
合
の
軍
隊
が
公
認
し
、
且
つ
、
規
制
す
る
も
の
で
、
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員

及
び
軍
属
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
家
族
の
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

六
　
「
軍
事
郵
便
局
」
と
は
、
派
遣
国
が
国
際
連
合
の
軍
隊
の
使
用
す
る
施
設
内
に
設
置
し
た
軍
事
郵
便
局
を
い
う
。

七
　
「
軍
票
」
と
は
、
派
遣
国
の
政
府
が
発
行
し
、
且
つ
、
派
遣
国
の
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
対
外
支
払
手
段
た
る
軍
票
を
い
う
。

（
規
定
の
準
用
）

第
三
条
　
国
際
連
合
の
軍
隊
、
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
、
家
族
、
軍
人
用
販
売
機
関
等
及
び
軍
事
郵
便
局
並
び
に
政
府
が
国
際
連
合
の
軍
隊
と
合
意
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
国
際

連
合
の
軍
隊
等
」
と
総
称
す
る
。
）
又
は
軍
票
に
対
す
る
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に

お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
外
国
為
替
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）
の
規
定
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
以
外
の
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
軍
票
が
使

用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
軍
票
等
預
金
勘
定
に
関
す
る
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
以
外
の
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
軍
票
が
使
用
さ
れ
る
と
き
は
、
同
令
中
「
軍
用
銀
行

施
設
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
へ
向
け
た
支
払
）

第
四
条
　
国
際
連
合
の
軍
隊
が
、
法
第
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
銀
行
等
（
以
下
「
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
に
開
設
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
又
は
英
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
預
金
勘
定
を
引
当
て
に
、
当
該
勘
定
を
開
設

し
た
銀
行
等
を
通
じ
て
、
又
は
国
際
連
合
の
軍
隊
等
が
国
際
連
合
の
軍
隊
の
権
限
あ
る
者
を
通
じ
て
す
る
外
国
へ
向
け
た
支
払
に
つ
い
て
は
、
外
国
為
替
令
第
六
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
外
貨
預
金
勘
定
）

第
五
条
　
国
際
連
合
の
軍
隊
が
銀
行
等
に
開
設
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
又
は
英
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
預
金
勘
定
に
係
る
資
本
取
引
に
つ
い
て
は
、
外
国
為
替
令
第
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
（
附
則
第
二
項
を
除
く
。
）
は
、
国
連
軍
協
定
の

初
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
協
定
の

初
の
署
名
の
日
又
は
そ
の
後
六
月
以
内
に
同
協
定
の
当
事
者
と
な
る
政
府
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
協
定
第
二

十
一
条4

及
び
第
二
十
二
条4

に
お
い
て
そヽ
及
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
を
除
く
外
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
適
用
し
、
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
二
三
日
政
令
第
一
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
九
月
一
六
日
政
令
第
三
一
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
九
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
五
月
一
七
日
政
令
第
一
二
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
〇
月
一
一
日
政
令
第
二
六
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定

の
実
施
に
伴
う
外
国
為
替
管
理
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
（
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
外
国
為
替
管
理
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
第
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
日
本
銀
行
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
軍
票
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
財
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
五
日
政
令
第
三
八
三
号
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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